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今月から５月３１日まで強調期間です。自転車も「道路交通法」で

は軽車両として位置付けられていますので、運転するときは「車」と

して交通ルールとマナーを守り、安全運転に努めましょう。

　また、安全な利用が出来るように定期的な点検や整備を心がけま

しょう。

　犬を飼う場合、飼い主は生後９０日以上の犬が

家に来た日から３０日以内に市役所に登録をしな

ければなりません。登録すると鑑札が交付され、

万が一飼い犬がいなくなった時や保護された時

の重要な手がかりになります。登録は犬の戸籍

であり住民票ですので、飼い犬が亡くなった時

も届出が必要です。また、犬を飼っている方が

住所変更する場合は、犬の住所変更の届出も必

要です。受付窓口にて手続きをお願いします。

飼い主の皆さんへお願い

▷習性を正しく理解して、終生責任をもって飼いましょう。▷生後９１日以上の犬は、年１回予防注射を

受ける事が義務付けられています。▷飼育場所周辺の方に迷惑をかけることのないように注意しましょう。

（鳴き声、糞尿の臭気、毛などの生活環境、適正なしつけや訓練をしましょう）▷放し飼いはしないでく

ださい。近隣への迷惑だけでなく、思わぬ事故につながります。▷散歩中の糞は必ず処理できる袋を携帯

して持ち帰りましょう。マナーを守り清潔なまちづくりを心がけましょう。▷飼い犬がいなくなった場合

は、生活環境課に連絡してください。その際は、登録した際の鑑札番号、犬の特徴（種類や毛の色、雄

雌）を伝えてください。鑑札は首輪につけておくと、重要な手がかりになります。市では一時保護しても、

飼い主が見つからない場合は保健所に引き渡します。保健所での返還には費用がかかります。

生活環境情報 生活環境課☎３２－３０３３
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届出の種類

犬の登録

犬の死亡

住所・飼い主等の変更

鑑札の再交付

【犬に関する届出】

【受付窓口】

生活環境課／金浦市民サービスセンター☎３８－４３００

／税務課市民サービス班☎４３－７５００
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